
重 要 事 項 説 明 書
第１号訪問事業　「横浜市訪問介護相当サービス」「横浜市訪問型生活援助サービス」

  　　　　　　　　　様（以下利用者という）に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者が
利用者に説明すべき重要事項は、次のとおりです。
１．事業者概要
 事業者名称  特定非営利活動法人　グループたすけあい
 事務所の所在地  横浜市青葉区市ケ尾町１０６２-５-３０２
 法人種別  特定非営利活動法人
 代表者名  清水 雅子
 電話番号  ０４５－９７１－３３１７

２．事業所概要

 介護保険法令に基づき
 横浜市市長から指定を
 受けている事業所名称
（指定番号）

  特定非営利活動法人　グループたすけあい
  居宅サービス事業者
　第１号訪問事業「横浜市訪問介護相当サービ
ス」
　　　　　　　　「横浜市訪問型生活援助サー
ビス」
   （１４７３７００２９０ 号）
　特定非営利活動法人　グループたすけあい
　居宅介護支援事業
（１４７３７０１８０１号）

３．実施地域　　　　　　　　　横浜市　青葉区

４．事業の目的と運営方針
 事業の目的  「介護保険法に基づく第１号事業」

 運営の方針

 関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス
との綿密な連携を図り、
要介護者等が自立した日常生活を営むことがで
きるよう、生活全般に
わたる援助を行う。

５．事業所の職員体制　（2025年 4月1日　現在）
従業者の職種 実　数 勤　務　の　態　勢

 管理者    １名  常勤兼務　１名

サービス提供責任者 　 ４名
常勤兼務　２名　非常勤兼務　
２名

 訪問介護員  　２２名
 常勤兼務　０名、非常勤兼務　
２２名

６．営業時間

営 業 日
 月曜日～金曜日（時間外、土日、祝日は状況に
応じ対応）

営業時間
 ９：００～１７：００　(サービス提供時間　
８：００～１８：００)
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（注）年末年始（１２月２８日～１月４日）を除く

７．利用料
地域単価　　　（２級地区）
時間別単価        料金表 参照
加算要素

８．苦情申立窓口

グループたすけあい
訪問介護事業所

ご利用時間  平   日  　９：００ ～ １７：００
 ご利用方法  電   話  　０４５－９７１－３３１
７
  　　　　　特定非営利活動法人グループたすけ
あい
　　　　　　　　　　　　　　　 責任者　清水 
雅子

横浜市青葉区役所
高齢・障害支援課

  ご利用時間  平   日  　８：４５ ～ １７：１５
 ご利用方法  電   話  　０４５－９７８－２４４
９

横浜市　はまふくコール
（横浜市苦情コールセンター）

ご利用時間　平　日　　９：００ ～ １７：０
０
ご利用方法　電　話　　０４５－２６３－８０
８４

神奈川県国民健康保険
団体連合会

  ご利用時間　平　日　　９：００ ～ １７：０
０
　ご利用方法　電　話　　０４５－３２９－３
４００　

９．従業者への研修実施状況
必修研修 年間２回実施
内部研修 毎月末実施

１０．緊急時の対応方法
別紙「利用者緊急連絡先」表を作成いたします。
それに基づき利用者の主治医又は事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。
また緊急連絡先に連絡いたします。

１１．事故発生時の対応方法
利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係
る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

１２．天災等不可
　１　本契約有効期間中、地震、噴火等の天災、その他事業者の責めに帰すべからざる事由
により、本サービスの実施ができなくなった場合には、以後、事業者はお客様に対して本サ
ービスを提供すべき義務を負いません。

　２　大雪・大雨・強風等悪天候の場合は、訪問時間の遅延もしくは中止となる場合があります。
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１３．苦情に対する対応方針
事業所は、自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応します。

１４．虐待の防止及び身体拘束等の禁止のための措置に関する事項
１　事業所は利用者の人権の擁護、虐待の防止及び身体拘束等の発生又は防止等のために必
要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとしま
す。
２　身体拘束等を行う場合には、その対応及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊
急やむを得ない理由を記録します。

１５．秘密保持
業務上知り得た個人情報については、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありませ
ん。従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約
の内容とします。

１６．第三者評価の実施状況について

実施した直近の年月日 ２０２４年８月１日
実施した評価機関の名称 公益社団法人かながわ福祉サービス振興会


